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【
研
究
ノ
ー
ト
】夢

の
中
で
裁
判
し
た
戦
乱
の
人
た
ち

金
　
　
　
　
永
　
　
昊

一
、
は
じ
め
に

『
三
国
志
演
義
』の
人
物
は『
西
漢
演〈
注
１
〉義』の
人
物
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
り
、

『
西
漢
演
義
』
で
恨
み
を
持
っ
た
人
物
た
ち
が
『
三
国
志
演
義
』
の
人
物
に
転

生
し
て
恨
み
を
晴
ら
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
設
定
は
、
中
国
で
は
古
く
か
ら

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
元
代
の
歴
史
小
説
『
新
編
五
代
史
平
話
』
に

収
録
さ
れ
て
い
る
「
梁
氏
平〈
注
２
〉話」
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

劉
季
殺
了
項
羽
、
立
著
国
号
曰
漢
。
只
因
疑
忌
功
臣
、
如
韓
王
信
、
彭
越
、

陳
豨
之
徒
、
皆
不
免
族
滅
誅
夷
。
這
三
個
功
臣
、
抱
屈
銜
冤
、
訴
于
天
帝
。

天
帝
可
憐
見
三
功
臣
無
辜
被
戮
、
令
他
毎
三
個
托
生
做
三
個
豪
傑
出
来
。

韓
信
去
曹
家
托
生
、
做
著
個
曹
操
。
彭
越
去
孫
家
托
生
、
做
著
個
孫
権
。

陳
豨
去
那
宗
室
家
托
生
、
做
著
個
劉
備
。
這
三
個
分
了
他
的
天
下
。
曹
操

簒
奪
献
帝
的
、
立
国
号
曰
魏
。
劉
先
主
図
興
復
漢
室
、
立
国
号
曰
蜀
。
孫

権
自
興
兵
荊
州
、
立
国
号
曰
呉
。
三
国
各
有
史
、
道
是
三
国
志
是
也
。

（
劉
邦
は
項
羽
を
殺
し
、
国
を
立
て
、
漢
と
名
付
け
た
。
し
か
し
、
韓
信
・

彭
越
・
陳
豨
の
よ
う
な
功
臣
を
疑
っ
た
た
め
、
三
人
は
み
な
九
族
ま
で
殺

さ
れ
る
禍
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
三
人
の
功
臣
は
、
冤

罪
を
受
け
て
恨
み
を
抱
き
、
天
帝
に
訴
え
た
。
天
帝
は
、
罪
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
殺
さ
れ
た
三
人
の
功
臣
を
見
て
不
憫
に
思
い
、
三
人
を
そ
れ

ぞ
れ
豪
傑
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
、
韓
信
は

曹
家
に
生
ま
れ
曹
操
に
な
り
、
彭
越
は
孫
家
に
生
ま
れ
孫
権
に
な
り
、
陳

豨
は
劉
氏
の
宗
室
に
生
ま
れ
劉
備
に
な
り
、
こ
の
三
人
は
天
下
を
三
分
し

た
。
曹
操
は
献
帝
の
位
を
簒
奪
し
て
、
国
を
立
て
魏
と
し
、
劉
備
は
漢
室

の
興
復
を
図
っ
て
、
国
を
立
て
蜀
と
し
、
孫
権
は
自
ら
荊
州
で
兵
士
を
興

し
て
、
国
を
立
て
呉
と
し
た
。
三
国
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
を
持
ち
、
そ
れ
を

全
て
三
国
志
と
言
う
。）

こ
こ
で
は
、
韓
信
・
彭
越
・
陳
豨
の
三
人
は
罪
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺

さ
れ
た
こ
と
を
恨
み
、
天
帝
に
訴
え
た
こ
と
、
そ
し
て
天
帝
は
三
人
の
訴
え
を

認
め
、
韓
信
は
曹
操
に
、
彭
越
は
孫
権
に
、
陳
豨
は
劉
備
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
、

天
下
を
三
分
す
る
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
元
末
の
至
治
年
間
（
一
三
二
一
～
一
三
二
三
）
の
『
至
治
新
刊
全

相
平
話
三
国
志
』（
以
下
、『
三
国
志
平
話
』）
で
は
、
登
場
人
物
が
原
告
と
被
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告
に
な
り
、
裁
判
が
行
わ
れ
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
末
の
馮ふ

う

夢ぼ
う

龍り
ゅ
う（

一
五
七
四
～
一
六
四
六
）
が
編
纂
し
、
明
末
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
今

小
説
』
第
三
十
一
巻
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
、
物
語
の
内
容
が
『
三
国

志
平
話
』
よ
り
更
に
複
雑
に
な
り
、〈
第
一
裁
判
〉
か
ら
〈
第
四
裁
判
〉
と
い

う
ふ
う
に
、『
西
漢
演
義
』
を
題
材
に
し
た
裁
判
四
件
が
体
系
的
に
行
わ
れ
、

登
場
人
物
た
ち
は
や
は
り
、『
三
国
志
演
義
』
の
人
物
に
転
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
日
本
と
韓〈
注
３
〉国に
お
い
て
も
非
常
に
大
き
な
人
気
を
集

め
た
。
日
本
で
は
都つ

賀が

庭て
い

鐘し
ょ
う（
一
七
一
八
～
？
）
に
よ
る
『
英

は
な
ぶ
さ

草そ
う

紙し

』

（
一
七
四
九
年
刊
）
の
第
五
編
「
紀き

の

任た
ふ

重し
げ

陰い
ん

司し

に
至い

た

り
滞く

じ獄
を
断わ

く
る
話こ
と

」
で
、

安
徳
天
皇
・
源
範
頼
・
源
義
経
・
畠
山
重
忠
ら
源
平
合
戦
時
代
の
人
物
が
訴
訟

を
起
こ
し
、
新
田
義
貞
・
楠
正
成
・
足
利
尊
氏
の
よ
う
な
南
北
朝
時
代
の
人
物

に
転
生
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
完
全
に
日
本
化
が
は
か
ら
れ
た
翻
案
作
が
生
ま

れ
た
。
一
方
、
韓
国
の
場
合
、
朝
鮮
時
代
後
期
に
お
け
る
中
国
白
話
小
説
の
流

行
を
受
け
、
書
写
時
期
未
詳
の
『
제
마
무
전
（
諸
馬
武
伝
）』（
以
下
、『
諸
馬

武
伝
』）
の
写
本
群
が
現〈
注
４
〉れ、
植
民
地
時
代
に
入
る
と
【
図
1
】
で
紹
介
す
る

よ
う
な
旧
活
字
本
に
よ
る
『
몽
결
초
한
송
（
夢
決
楚
漢
訟
）』（
以
下
、『
夢
決

楚
漢
訟
』）
が
一
九
一
一
年
に
、そ
し
て
『
교
정
제
마
무
전
（
校
正
諸
馬
武
伝
）』

（
以
下
、『
校
正
諸
馬
武
伝
』）
が
一
九
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

中
国
の
文
学
を
受
け
入
れ
る
際
に
、
日
本
と
韓
国
は
そ
れ
を
無
条
件
的
に
受

け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
消
化
し
、
抵
抗
・
取
捨
選
択
・
改
変
を
行
っ

た
う
え
で
、
影
響
作
や
翻
案
作
な
ど
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
本
話
に
関
し
て
い
え
ば
、
各
人
物
の
転
生
の
論
理
・
創
作
意
図
・
判
決
の

内
容
・
歴
史
認
識
な
ど
を
比
較
し
、
日
韓
両
国
で
は
い
か
な
る
形
で
独
自
の
世

界
が
構
築
さ
れ
た
か
を
究
明
す
る
の
が
重
要
な
課
題
に
な
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
、

日
韓
両
国
の
文
化
の
主
体
性
や
特
質
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
、
そ
こ

に
は
い
か
な
る
文
化
的
な
背
景
、
あ
る
い
は
価
値
観
の
違
い
が
あ
っ
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
こ
の
よ
う
な

課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
右
に
紹
介
し
た
作
品
た
ち
の
訴

訟
及
び
判
決
の
内
容
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
『
三
国
志
平
話
』

「
平
話
」
と
は
、
宋
・
元
代
の
盛
り
場
で
講
釈
師
が
聴
衆
に
語
っ
た
歴
史
物

を
書
物
化
し
た
も
の
で
、二
階
堂
善
弘
・
中
川
諭
訳
注
『
三
国
志
平
話
』（
光
栄
、

一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、「『
三
国
志
平
話
』
は
、
中
国
に
お
け
る
一
大
歴
史
小

説
『
三
国
志
演
義
』
が
成
立
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
原
型
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
」
そ
う
で
あ
る
。『
三
国
志
平
話
』
は
、
本
筋
の
物
語
に
入
る

前
に
、
巻
之
上
で
司
馬
仲
相
が
冥
界
で
裁
判
を
行
っ
た
話
が
入
っ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
を
表
で
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ〈
注
５
〉る。
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①
登
場
人
物
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容

②
裁
判
の
過
程
で
登
場
し
た
人
物
と
判
決

③
主
人
公
に
つ
い
て
の
判
決

右
の
表
を
見
る
と
、『
新
編
五
代
史
平
話
』
で
は
彭
越
が
孫
権
に
、
陳
豨
が

劉
備
に
転
生
す
る
の
に
対
し
て
、『
三
国
志
平
話
』
で
は
劉
備
に
転
生
す
る
の
は

彭
越
で
、
孫
権
に
転
生
す
る
の
は
英
布
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
諸
葛
孔
明

に
転
生
す
る
人
物
と
し
て
蒯
通
が
新
た
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
、
『
古
今
小
説
』
第
三
十
一
巻
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」

『
三
国
志
平
話
』
で
は
、『
西
漢
演
義
』
の
人
物
と
し
て
は
韓
信
・
彭
越
・
英

布
・
劉
邦
な
ど
、『
三
国
志
演
義
』
の
人
物
と
し
て
は
曹
操
・
劉
備
・
孫
権
・

諸
葛
孔
明
が
一
応
登
場
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
物
語
の
構
成
に
お
い
て
物
足

り
な
い
と
考
え
た
の
か
、馮
夢
龍
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
は
『
西
漢
演
義
』

と
『
三
国
志
演
義
』
で
そ
れ
ぞ
れ
二
十
二
人
ず
つ
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
と
次
の
通

り
で
あ
る
。

東
漢
の
時
代
、
蜀
郡
の
書
生
司
馬
貌
は
、
聡
明
で
優
れ
た
学
識
を
持
っ
て

い
た
が
、
五
十
歳
ま
で
官
職
に
就
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、

自
分
の
不
遇
を
嘆
く
漢
詩
を
書
き
、
そ
れ
を
燃
や
し
て
寝
た
と
こ
ろ
、
夢

英
布

彭
越

韓
信

人
物
原
告

孫
権

劉
備

曹
操

転
生

劉
邦

呂
氏

人
物
被
告

献
帝

伏
皇
后

転
生

漢
の
創
設
に
協
力
し
た
が
、
劉
邦
は
陰
謀
を
巡

ら
せ
、
自
分
を
殺
し
た
こ
と
。

漢
の
設
立
に
力
を
尽
く
し
た
が
、
自
分
を
用
い

ず
殺
し
、
呂
氏
は
そ
の
身
を
切
り
刻
ん
で
諸
侯

に
食
べ
さ
せ
た
こ
と
。

大
功
が
あ
り
な
が
ら
、
無
実
の
罪
を
着
せ
ら

れ
、
劉
邦
に
殺
さ
れ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

　

劉
邦
は
、
呂
氏
が
自
分
に
代
わ
っ
て
政
務
に

当
た
っ
て
い
た
た
め
、
知
ら
な
い
こ
と
だ
と
す

る
。

　

呂
氏
は
、
劉
邦
か
ら
三
人
を
騙
し
て
殺
す
よ

う
指
示
が
あ
っ
た
と
す
る
。

被
告
の
弁
解
内
容

劉
邦
が
功
臣
に
背
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る

こ
と
を
認
め
、
韓
信
・
彭
越
・
英
布
の
三
人
に

漢
の
天
下
を
与
え
る
こ
と
に
す
る
。

判
決
内
容

蒯
通

人
物

諸
葛
孔
明

転
生

呂
氏
の
弁
解
の
証
人
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
る
。
咎
は
劉
邦
に

あ
る
と
の
詩
を
詠
む
。

陳
述
内
容

司
馬
仲
相

人
物

司
馬
仲
達

転
生

司
馬
仲
達
は
三
国
を
併
せ
、
天
下
を
統
一
す
る
者
に
な
る
。

判
決
内
容
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で
数
人
の
鬼
卒
が
現
れ
、司
馬
貌
を
閻
魔
王
の
所
へ
引
き
立
て
て
行
っ
た
。

実
は
、玉
帝
は
詩
を
読
ん
で
、司
馬
貌
を
一
晩
閻
魔
の
位
に
就
か
せ
、滞
っ

た
案
件
を
処
理
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
司
馬
貌
は
、
楚
と
漢
の

訴
訟
四
件
を
裁
判
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
国
時
代
の
人
々
に
転
生
さ
せ
る
。
そ

の
見
事
な
判
決
ぶ
り
に
閻
魔
と
玉
帝
は
感
心
し
、
司
馬
貌
を
司
馬
懿
仲
達

に
転
生
さ
せ
る
。
司
馬
貌
は
目
が
覚
め
、妻
に
冥
府
で
の
出
来
事
を
語
り
、

来
世
で
も
妻
と
夫
婦
に
な
る
こ
と
を
話
し
て
死
ぬ
。
す
る
と
、
妻
も
司
馬

貌
の
葬
儀
が
終
わ
っ
た
後
に
世
を
去
る
。

右
の
梗
概
に
お
い
て
最
も
記
述
の
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
傍
線
を
引

い
た
司
馬
貌
の
裁
判
の
内
容
で
あ
る
。そ
し
て
、裁
判
の
基
本
的
な
方
針
は
、「
恩

将
に
は
恩
で
報
い
、
仇
将
に
は
仇
で
報
い
、
少
し
も
誤
る
こ
と
は
な
い
（
恩
将

恩
報
、
仇
将
仇
報
、
分
毫
不
錯〈
注
６
〉）」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

論
理
で
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
作
品
を
理
解
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、〈
第
一
裁
判
〉
か
ら
〈
第
四
裁
判
〉
ま
で
の
内
容
を
ま
と
め
る

と
次
の
通
り
で
あ
る
。

韓
信

人
物
原
告

曹
操

転
生

蕭
何

劉
邦

人
物
被
告

楊
修

献
帝

転
生

蕭
何
は
自
分
を
推
薦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

殺
害
し
た
こ
と
。

大
き
な
功
績
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

分
の
爵
位
を
落
と
し
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

劉
邦
が
心
変
わ
り
し
、
韓
信
を
殺
せ
と
い
う
呂

氏
の
命
令
に
従
っ
た
だ
け
。

被
告
の
弁
解
内
容

楊
修
は
抜
群
に
聡
明
で
、
曹
操
の
主
簿
と
し
て

大
き
な
俸
禄
を
得
る
が
、
曹
操
の
秘
密
の
謀

（
鶏
肋
）
を
見
破
っ
た
た
め
、
殺
さ
れ
る
。

韓
信
の
功
績
と
忠
が
認
め
ら
れ
、
漢
に
背
く
意

図
は
な
い
と
さ
れ
る
。
咎
は
劉
邦
に
あ
る
と

し
、
献
帝
は
一
生
曹
操
に
苦
し
め
ら
れ
る
。

判
決
内
容

①
登
場
人
物
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容

〈
第
一
裁
判
〉

●
件
名
：
罪
の
な
い
忠
臣
を
殺
し
た
件

●
原
告
：
韓
信
・
彭
越
・
英
布

●
被
告
：
劉
邦
・
呂
氏
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〈
第
二
裁
判
〉 
●
原
告
：
丁
公

●
件
名
：
恩
を
仇
で
返
し
た
件 
●
被
告
：
劉
邦

英
布

彭
越

韓
信

孫
権

劉
備

曹
操

呂
氏

許
負

蒯
通

伏
皇
后

龐
統

諸
葛
孔
明

謀
反
を
起
そ
う
と
し
た
こ
と
は
な
く
、
呂
氏
か

ら
彭
越
の
肉
醤
が
届
い
た
こ
と
に
怒
り
、
使
者

を
殺
し
た
た
め
、
呂
氏
か
ら
殺
さ
れ
た
こ
と
。

淫
乱
な
呂
氏
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め

殺
さ
れ
た
。
体
は
醤
漬
け
に
な
っ
て
諸
侯
に
送

ら
れ
、
自
分
は
謀
反
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た

こ
と
。

蕭
何
と
謀
っ
て
、
裏
切
り
の
濡
れ
衣
を
着
せ
、

三
族
を
皆
殺
し
に
し
た
こ
と
。

蒯
通
の
忠
告
を
聞
か
な
か
っ
た
の
は
、
七
十
二

歳
の
寿
命
を
全
う
す
る
と
の
許
負
の
占
い
が

あ
っ
た
た
め
で
、
許
負
の
占
い
が
間
違
っ
て
い

た
こ
と
。

途
中
で
逃
げ
出
し
、
軍
師
の
職
を
全
う
し
な
か

っ
た
こ
と
。

世
の
中
に
は
男
が
女
に
戯
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
女
が
男
に
戯
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彭
越

が
自
分
に
手
を
出
し
た
た
め
殺
し
た
。

寿
命
を
縮
め
た
四
つ
の
振
る
舞
い
が
あ
り
、
陰

徳
を
損
な
っ
た
た
め
、
計
算
が
不
正
確
に
な
っ

た
。

劉
邦
は
今
後
韓
信
を
疑
う
で
あ
ろ
う
と
察
し

た
た
め
、
楚
と
連
合
し
て
天
下
を
三
分
す
る
よ

う
勧
め
た
が
、
韓
信
が
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。

英
布
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
。
孫
権
は
、
呉
帝

に
な
っ
て
江
東
に
台
頭
し
、
一
国
の
富
貴
を
享

受
す
る
。

彭
越
の
忠
心
が
認
め
ら
れ
、
呂
氏
の
話
は
嘘
で

あ
る
と
す
る
。
劉
備
は
蜀
帝
に
な
っ
て
天
下
を

三
分
し
、
多
く
の
人
々
に
仁
と
義
を
称
え
ら
れ

る
。

曹
操
は
伏
皇
后
を
苦
し
め
、
殺
す
こ
と
に
よ

り
、
呂
氏
が
韓
信
を
殺
し
た
仇
に
報
い
る
。

龐
統
は
劉
備
に
仕
え
る
が
、
三
十
二
歳
の
時
に

韓
信
と
同
じ
年
齢
で
死
に
、
前
世
で
の
占
い
が

不
正
確
だ
っ
た
報
い
を
受
け
る
。

韓
信
の
訴
え
は
認
め
ら
れ
な
い
。
蒯
通
は
並
外

れ
た
知
恵
者
で
あ
る
た
め
、
諸
葛
孔
明
に
転
生

し
、
劉
備
の
軍
師
と
し
て
共
に
国
を
立
て
る
。

丁
公

人
物
原
告

周
瑜

転
生

劉
邦

人
物
被
告

献
帝

転
生

紀
信
は
忠
臣
な
の
に
爵
を
一
つ
も
与
え
な
か
っ

た
の
は
不
義
で
あ
る
。
不
忠
の
項
伯
、
項
羽
の
将

軍
雍
歯
を
諸
侯
に
封
じ
た
の
は
な
ぜ
か
。

劉
邦
を
包
囲
し
た
時
、
天
下
を
均
分
す
る
と
い
う

甘
言
を
信
じ
て
命
を
助
け
て
あ
げ
た
が
、
後
に
劉

邦
に
殺
さ
れ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

臣
と
し
て
主
君
に
不
忠
な
る
者
を
戒
め
る
た

め
。

被
告
の
弁
解
内
容

周
瑜
は
、
孫
権
の
も
と
で
将
軍
に
な
る
が
、
諸
葛

孔
明
に
対
す
る
憤
り
の
あ
ま
り
、
三
十
五
歳
で
死

ん
で
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
世
で
は
項
羽
に

仕
え
通
す
こ
と
が
出
来
ず
、
来
世
で
も
孫
権
に
仕

え
通
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

判
決
内
容
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〈
第
三
裁
判
〉 

●
原
告
：
戚
氏

●
件
名
：
権
を
専
ら
に
し
て
位
を
奪
っ
た
件 

●
被
告
：
呂
氏

〈
第
四
裁
判
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
原
告
：
項
羽

●
件
名
：
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
被
告
：
王
翳
・
楊
喜
・
夏
広
・
呂
馬
童
・
呂
勝
・
楊
武

戚
氏

人
物
原
告甘

夫
人

転
生

呂
氏

人
物
被
告伏

皇
后

転
生

劉
邦
か
ら
寵
愛
を
受
け
、
息
子
を
太
子
に
立
て
る

と
約
束
さ
れ
た
。
し
か
し
、
劉
邦
の
死
後
、
息
子

の
如
意
は
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
死
に
、
自
分
は
残
酷

な
刑
罰
を
受
け
て
死
ん
だ
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

被
告
の
弁
解
内
容

戚
氏
は
甘
夫
人
に
転
生
し
、
劉
備
の
正
室
に
な

る
。
彭
越
と
夫
婦
に
な
れ
ば
、
呂
氏
は
妬
ま
な
い

だ
ろ
う
。

判
決
内
容

項
羽

人
物
原
告

関
羽

転
生

王
翳

楊
喜

呂
馬
童

呂
勝

楊
武

夏
広

人
物
被
告

王
植

卞
喜

蔡
陽

韓
福

秦
琪

孔
秀

転
生

項
羽
が
自
害
す
る
と
、
そ
の
死
体
を
分
け
合
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
手
柄
と
申
し
出
た
こ
と
。

垓
下
の
戦
い
で
敗
れ
逃
げ
て
行
く
際
、
わ
ざ
と
誤

っ
た
道
を
教
え
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

被
告
の
弁
解
内
容

関
羽
は
、
劉
備
と
桃
園
で
義
を
結
ん
で
、
共

に
国
の
基
を
築
く
。
項
羽
は
秦
王
の
子
嬰
を
殺

し
、
咸
陽
を
焼
き
払
っ
た
た
め
、
関
羽
は
無
残
な

死
に
方
を
す
る
。
し
か
し
、
項
羽
は
太
后
を
殺
さ

ず
、
呂
氏
を
汚
さ
ず
、
酒
席
で
ひ
そ
か
に
人
の
命

を
狙
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
三
徳
に
よ

り
、
来
生
で
も
義
勇
剛
直
で
、
死
ん
で
か
ら
神
と

な
る
。

六
将
は
、
何
ら
戦
功
は
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

来
生
で
は
、
み
な
曹
操
の
部
下
と
し
て
転
生
し
、

要
衝
の
守
り
に
就
く
が
、
関
羽
の
五
関
突
破
の
際

に
首
を
斬
ら
れ
、
前
世
で
の
項
羽
の
恨
み
を
晴
ら

せ
る
よ
う
に
す
る
。 判

決
内
容
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②
裁
判
の
過
程
で
登
場
し
た
人
物
と
判
決

③
主
人
公
に
つ
い
て
の
判
決

四
、
『
英
草
紙
』
第
五
編
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断 

　
　

く
る
話
」

続
い
て
、「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介

す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

弘
安
年
間
、
後
宇
多
天
皇
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
紀
任
重
は
聡
明
で
優

れ
た
学
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
五
十
歳
を
過
ぎ
て
も
官
職
に
就
く
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
自
分
の
不
遇
を
嘆
く
和
歌
と
漢
詩
を
書
き
、

そ
れ
を
燃
や
し
て
寝
た
と
こ
ろ
、
夢
で
数
人
の
鬼
卒
が
現
れ
、
紀
任
重
を

閻
魔
王
の
所
へ
引
き
立
て
て
行
っ
た
。
実
は
、
玉
帝
は
詩
を
読
ん
で
、
紀

任
重
を
一
晩
閻
魔
の
位
に
就
か
せ
、
滞
っ
た
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
を
命

じ
た
の
で
あ
っ
た
。
紀
任
重
は
、
源
平
の
争
乱
の
訴
訟
三
件
を
裁
判
し
、

そ
れ
ぞ
れ
南
北
朝
時
代
の
人
々
に
転
生
さ
せ
る
。
そ
の
見
事
な
判
決
ぶ
り

に
閻
魔
と
玉
帝
は
感
心
し
、
紀
任
重
を
脇
屋
義
介
に
転
生
さ
せ
る
。
紀
任

重
は
目
が
覚
め
、
隣
の
老
翁
を
呼
ん
で
冥
途
で
の
裁
判
の
こ
と
を
語
り
、

そ
の
後
、
死
ん
で
し
ま
う
。
隣
の
老
翁
は
気
の
毒
だ
と
思
い
、
そ
の
死
骸

を
近
く
の
林
の
中
に
葬
っ
た
。

右
の
あ
ら
す
じ
を
見
る
と
、
聡
明
で
優
れ
た
学
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
五
十

歳
を
過
ぎ
て
も
官
職
に
就
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
紀
任
重
の
人
物
設

定
、
夢
で
閻
魔
王
の
所
に
引
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
及
び
そ
の
理
由
、
冥
途
で
の

裁
判
、
玉
帝
が
任
重
の
見
事
な
判
決
ぶ
り
に
感
心
す
る
点
、
任
重
の
転
生
な
ど
、

雍
歯

項
伯

如
意

紀
信

樊
噲

人
物

文
醜

顔
良

劉
禅

趙
子
龍

張
飛

転
生

仇
の
封
爵
を
受
け
た
た
め
、
項
羽
に
と
っ
て
は
罪
人
で
あ
る
。
来
世

で
は
関
羽
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
、
前
世
の
項
羽
の
恨
み
を
晴
ら
す
。

項
伯
は
、
項
羽
に
背
い
て
劉
邦
に
向
か
い
、
富
貴
を
企
ん
だ
た
め
、

項
羽
に
と
っ
て
は
罪
人
で
あ
る
。
来
世
で
は
関
羽
に
よ
っ
て
斬
ら
れ
、

前
世
の
項
羽
の
恨
み
を
晴
ら
す
。

来
生
で
も
戚
氏
の
息
子
に
な
り
、
位
を
継
い
で
四
十
二
年
間
の
富
貴

を
享
受
し
て
、
前
世
の
苦
し
み
を
埋
め
合
わ
せ
る
。

劉
邦
に
忠
を
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
の
富
貴
も
享
受
し

て
い
な
い
た
め
、
来
生
で
は
西
蜀
の
名
将
と
な
る
。

張
飛
は
劉
備
の
部
下
に
な
る
。
し
か
し
、
前
世
で
樊
噲
は
、
妻
呂
嬃

が
呂
氏
を
助
け
て
残
虐
な
振
る
舞
い
を
す
る
の
を
放
置
し
た
た
め
、

妻
の
罪
に
連
座
し
、
張
飛
は
無
残
な
死
に
方
を
す
る
。
樊
噲
は
、
生

前
に
忠
勇
で
、
人
に
媚
び
へ
つ
ら
わ
な
か
っ
た
た
め
、
来
生
で
も
義

勇
剛
直
で
、
死
ん
で
か
ら
神
と
な
る
。

判
決
内
容

司
馬
貌

人
物

司
馬
懿

転
生

来
世
で
は
王
侯
の
位
を
賜
わ
り
、
一
生
将
軍
と
宰
相
を
務
め
る
。
位

を
子
々
孫
々
に
伝
え
、
三
国
を
併
呑
し
て
、
国
号
を
晋
と
す
る
。
曹

操
は
君
を
欺
き
、
后
を
殺
し
た
が
、
こ
れ
は
人
の
手
本
と
し
て
は
い

け
な
い
た
め
、
曹
操
の
子
孫
は
司
馬
懿
に
苦
し
め
ら
れ
る
。

判
決
内
容
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話
の
骨
格
は
原
話
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
一
方
、
時
代
を
弘
安
年
間
後
宇
多
天
皇

の
時
代
に
し
て
い
る
点
、
主
人
公
を
紀
任
重
と
い
う
日
本
人
に
設
定
し
た
点
に

お
い
て
、
見
事
に
日
本
化
が
は
か
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
中

で
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
が
本
話
の
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
で
、〈
第
一
裁
判
〉

か
ら
〈
第
三
裁
判
〉
ま
で
が
原
話
の
体
裁
に
倣
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
各
裁
判
及
び
判
決
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

安
徳
天
皇

人
物
原
告阿

野
廉
子

転
生

二
位
尼

人
物

被
告西

園
寺
実
兼

の
娘

転
生

自
分
の
母
は
平
氏
で
あ
っ
て
も
、
自
分

は
帝
位
に
就
い
て
い
る
た
め
、
敵
軍
に
渡
さ

れ
て
も
殺
さ
れ
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
し
か

し
、
二
位
尼
が
分
別
の
な
い
自
分
を
連
れ

て
、
一
緒
に
海
に
身
を
投
げ
た
こ
と
。

自
分
の
母
建
礼
門
院
が
、
悪
人
清
盛
の

娘
だ
と
し
て
嫌
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
母

が
兄
宗
盛
と
密
通
し
て
自
分
を
産
ん
だ
と

い
う
噂
が
広
が
っ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

　

被
告
の
弁
解
内
容

安
徳
天
皇
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
、
二
位
尼

は
安
徳
天
皇
が
実
は
女
の
子
だ
っ
た
こ
と
を

隠
す
た
め
に
、
一
緒
に
入
水
し
た
と
す
る
。

来
世
で
は
、
南
朝
の
天
子
の
母
に
な
る
。

　

二
位
尼
は
、
来
世
で
は
后
に
な
る
は
ず
だ

が
、
帝
の
寵
愛
を
廉
子
に
奪
わ
れ
、
帝
に
会

う
こ
と
も
出
来
な
い
。

判
決
内
容

①
登
場
人
物
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容

〈
第
一
裁
判
〉

●
件
名
：
幼
児
を
騙
し
て
、
入
水
死
に
至
ら
せ
た
件

●
原
告
：
養
和
時
代
の
幼
年
天
子　

言
仁
（
安
徳
天
皇
）

●
被
告
：
平
清
盛
の
妻　

二
位
尼
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〈
第
二
裁
判
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

●
原
告
：
源
範
頼
、
源
義
経

●
件
名
：
功
績
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兄
弟
を
死
に
至
ら
せ
た
件　
　

 　
　
　

●
被
告
：
源
頼
朝
、
大
江
広
元

源
義
経

源
範
頼

人
物

原
告新

田
義
貞

楠
正
成

転
生

大
江
広
元

吉
岡
鬼
一

江
田
源
三

源
頼
朝

人
物

被
告

赤
松
円
心

高
師
直

足
利
直
義

護
良
親
王

転
生

頼
朝
の
師
で
あ
り
、
儒
教
の
学
問
を
究
め
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
義
経
兄
弟
の
仲
を
裂
い
た
こ

と
。

自
分
が
江
田
源
三
の
忠
告
を
聞
か
な
か
っ
た

の
は
、
七
十
一
歳
の
寿
命
を
全
う
す
る
と
の
吉

岡
鬼
一
法
眼
の
占
い
が
あ
っ
た
た
め
。

平
氏
が
滅
亡
し
た
後
、
義
経
の
も
と
か
ら
途
中

で
逃
げ
出
し
た
こ
と
。

壇
ノ
浦
の
戦
い
で
平
氏
を
破
る
な
ど
、
大
き
な

功
績
を
挙
げ
た
が
、
大
江
広
元
ら
の
讒
言
に
よ

り
、
兄
頼
朝
は
土
佐
房
正
俊
を
送
り
自
分
を
殺

そ
う
と
し
た
こ
と
。
そ
の
後
、
自
分
は
散
々
苦

労
を
し
た
あ
げ
く
、
衣
河
の
館
で
自
害
し
た
こ

と
。

義
経
と
と
も
に
平
氏
を
滅
亡
さ
せ
、
大
き
な
功

績
を
挙
げ
た
が
、
結
局
追
放
さ
れ
、
無
念
の
ま

ま
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

主
人
た
る
頼
朝
と
天
下
の
た
め
の
方
策
だ
っ

た
。
義
経
は
権
威
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
兄

頼
朝
の
気
を
悪
く
さ
せ
た
。

寿
命
を
縮
め
た
四
つ
の
振
る
舞
い
が
あ
り
、

陰
徳
を
損
な
っ
た
た
め
、
計
算
が
不
正
確
に

な
っ
た
。

畠
山
重
忠
と
親
交
を
結
び
、
梶
原
景
時
に
は

全
て
の
こ
と
を
相
談
し
、
頼
朝
か
ら
嫌
わ
れ

な
い
よ
う
に
し
、
後
白
河
院
に
頼
る
よ
う
助

言
し
た
が
、
義
経
は
聞
か
な
か
っ
た
た
め
。

被
告
の
弁
解
内
容

大
江
広
元
は
頼
朝
に
道
理
に
則
っ
た
正
道

を
教
え
な
か
っ
た
と
す
る
。
来
世
で
は
、
楠

に
次
い
で
功
績
は
あ
る
が
、
領
地
は
少
な

い
。

吉
岡
鬼
一
の
占
い
が
不
正
確
だ
っ
た
罪
を

認
め
、
そ
の
報
い
と
し
て
来
世
で
は
足
利
の

執
権
役
に
な
る
が
、
四
十
一
歳
で
殺
さ
れ

る
。

江
田
源
三
の
智
恵
と
軍
術
が
認
め
ら
れ
、
来

世
で
は
足
利
尊
氏
の
弟
直
義
に
転
生
す
る
。

兄
と
力
を
合
わ
せ
て
高
師
直
を
討
つ
。

源
氏
の
再
興
に
は
義
経
の
功
績
が
あ
っ
た

こ
と
を
認
め
、
来
世
は
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
、

天
下
を
二
分
す
る
勢
力
を
持
つ
。
頼
朝
は
度

量
が
狭
く
、
残
忍
だ
っ
た
応
報
に
よ
り
、
来

世
で
は
直
義
の
命
令
で
淵
辺
に
よ
っ
て
首

を
斬
ら
れ
る
。

範
頼
は
義
経
を
恨
み
妬
ん
だ
た
め
、
来
世
で

は
新
田
義
貞
の
下
で
そ
の
命
令
に
従
う
の

み
で
、
才
能
を
発
揮
出
来
な
い
。

判
決
内
容
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②
主
人
公
に
つ
い
て
の
判
決

右
の
表
を
見
る
と
、
源
義
経
ら
を
裁
く
〈
第
二
裁
判
〉
が
話
の
中
心
に
な
っ

て
お
り
、
義
経
の
寿
命
に
つ
い
て
の
尋
問
を
見
る
と
、
庭
鐘
は
義
経
を
原
作
の

韓
信
に
、
江
田
源
三
を
蒯
通
に
、
吉
岡
鬼
一
を
許
負
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、〈
第
三
裁
判
〉
で
、
女
の
ほ
う
か
ら
先
に
男
に
戯
れ
る
こ

と
が
な
い
と
い
う
内
容
の
尋
問
か
ら
、
畠
山
重
忠
を
彭
越
に
、
北
条
政
子
を
呂

氏
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
転
生
に

あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
論
理
が
反
映
さ
れ
、
庭
鐘
の
い
か
な
る
思
想
や
歴
史
観

な
ど
が
見
出
せ
る
か
が
、
作
品
を
読
み
解
く
う
え
で
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。

畠
山
重
忠

人
物

原
告足

利
尊
氏

転
生

北
条
政
子

北
条
時
政

人
物

被
告北

畠
師
親

の
娘

（
民
部
卿
の

局
）

北
条
高
時

転
生

自
分
は
広
い
領
地
と
豪
華
な
家
、
美
食
美
衣
の

生
活
を
し
、
奥
向
き
に
は
美
女
が
た
く
さ
ん
い

る
た
め
、
政
子
の
よ
う
な
年
増
の
女
に
手
を
出

す
は
ず
が
な
い
。
政
子
は
頼
朝
と
密
通
を
す
る

な
ど
、
貞
操
堅
固
で
な
い
女
で
あ
る
。

淫
乱
な
政
子
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
と
こ

ろ
、
政
子
は
時
政
の
後
妻
牧
の
方
と
共
謀
し
、

自
分
が
謀
反
を
起
そ
う
と
す
る
と
讒
言
し
た
た

め
、
親
子
共
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

世
の
中
に
は
女
の
ほ
う
か
ら
先
に
男
に
戯

れ
る
こ
と
は
な
い
。
重
忠
が
自
分
に
淫
ら

な
心
を
起
こ
し
た
の
で
叱
っ
た
と
こ
ろ
、

彼
が
逃
げ
た
た
め
、
他
の
こ
と
に
か
こ
つ

け
て
罪
を
罰
し
た
。

被
告
の
弁
解
内
容

重
忠
の
「
忠
心
」
が
認
め
ら
れ
、
政
子

の
言
葉
は
嘘
で
あ
る
と
す
る
。
重
忠
の
滅
亡

は
北
条
家
の
謀
略
の
た
め
で
あ
る
と
し
、
来

世
に
は
北
条
家
と
親
類
関
係
に
な
る
が
、
機

会
を
掴
ん
で
朝
廷
軍
に
加
わ
っ
て
新
田
と

天
下
を
両
分
し
、
更
に
天
下
を
統
一
し
て
将

軍
職
に
就
く
。

政
子
は
、
北
畠
師
親
の
娘
に
転
生
し
、

一
度
は
後
醍
醐
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
が
、

息
子
護
良
親
王
が
直
義
に
殺
さ
れ
た
後
は
、

悲
し
み
の
中
で
亡
く
な
り
、
前
世
で
重
忠
を

殺
し
た
報
い
を
受
け
る
。

時
政
は
前
世
に
功
績
の
あ
る
臣
下
を
謀
殺

し
た
報
い
と
し
て
、
来
世
で
は
鎌
倉
幕
府
を

受
け
継
ぐ
も
一
族
み
な
滅
亡
す
る
。

判
決
内
容

〈
第
三
裁
判
〉　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
原
告
：
畠
山
重
忠

●
件
名
：
功
績
の
あ
っ
た
臣
下
を
嫌
い
、
一
家
断
絶
さ
せ
た
件　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
被
告
：
北
条
時
政
、
北
条
政
子

紀
任
重

人
物

脇
屋
義
介

転
生

新
田
義
貞
の
弟
と
し
て
、
南
朝
の
土
台
を
な
す
臣
と
な
る
。
希

望
は
叶
え
ら
れ
て
も
、
苦
労
が
多
い
た
め
、
良
い
報
い
と
は
言

え
な
い
。

判
決
内
容
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
任
重
は
「
決け

つ

断だ
ん

明め
い

白は
く

、
恩お

ん

は
恩
を
以
て

報む
く

ひ
、
仇あ

た

は
仇
を
以
て
報
」
い
る
と
、
原
作
の
「
恩
将
に
は
恩
で
報
い
、
仇
将

に
は
仇
で
報
い
、
少
し
も
誤
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
裁
判
の
方
針
を
忠
実
に

受
け
継
い
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
転
生
し
た
人
物
た
ち
は
前
世
で
の
恨
み

を
復
讐
す
る
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、源
義
経
と
範
頼
は
、

兄
頼
朝
を
訴
え
る
の
だ
が
、
任
重
の
判
決
に
よ
っ
て
彼
ら
が
転
生
し
た
新
田
義

貞
・
楠
正
成
・
護
良
親
王
は
、
南
朝
に
お
い
て
同
盟
関
係
を
結
ぶ
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
三
宅
正
彦
氏
に
詳
論
が
あ
り
、
氏
は
「
初
期
読
本
作
家
・
都
賀
庭
鐘
の

思
想 

│
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
の
分
析
を
つ
う
じ
て 

│
」

（『
大
阪
城
南
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
六
六
）
で
、「
紀
任

重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」で
は「
対
立
関
係
の
設
定
が
不
明
確
に
な
っ

て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
革
命
思
想
自
体
が
、
庭
鐘
の

受
容
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
り
、「「
鬧
」
で
、
転
生
の
基
準
に
な

る
の
は
、
生
前
の
功
労
で
あ
る
が
、「
紀
」
で
は
、
道
徳
性
で
あ
る
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
右
の
指
摘
は
、
今
後
の
研
究
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し

て
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五
、
『
몽
결
초
한
송(

夢
決
楚
漢
訟)

』

閔
寛
東
・
張
守
連
・
劉
僖
俊
『
韓
国
所
蔵
中
国
古
典
小
説
の
版
本
目
録
』（
学

古
房
、
二
〇
一
三
）
に
よ
る
と
、
韓
国
に
は
一
〇
九
種
の
『
三
国
志
演
義
』
が

現
存
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
中
国
古
典
小
説
の
う
ち
最
も
多
く
、そ
の
次
が『
西

漢
演
義
』
で
四
十
九
種
、『
西
遊
記
』
が
十
五
種
、『
水
滸
伝
』
が
十
二
種
で
あ

る
と
い
う
。
ま
た
、
閔
寛
東
・
金
明
信
『
朝
鮮
時
代
中
国
古
典
小
説
の
出
版
本

と
翻
訳
本
研
究
』（
学
古
房
、
二
〇
一
三
）
に
よ
る
と
、
朝
鮮
時
代
に
翻
訳
さ

れ
た
中
国
古
典
小
説
と
し
て
、
文
言
小
説
は
『
列
女
伝
』『
剪
灯
新
話
』
な
ど

十
二
種
、
白
話
小
説
は
六
十
種
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
『
三
国
志
演
義
』
の
翻
訳

本
が
最
も
多
い
と
い
う
。
そ
の
次
が
『
西
漢
演
義
』『
西
遊
記
』『
水
滸
伝
』『
列

国
志
』
の
順
で
、ほ
と
ん
ど
が
朝
鮮
時
代
後
期
に
翻
訳
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
存
本
及
び
翻
訳
本
の
数
か
ら
も
、
朝
鮮
時
代
後
期
は
『
三
国

志
演
義
』
と
『
西
漢
演
義
』
が
大
変
大
き
な
人
気
を
博
し
て
お
り
、
両
作
品
の

内
容
を
下
敷
き
に
し
た
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
影
響
作
が
生
ま
れ
る
た
め

の
条
件
は
充
分
に
整
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

韓
国
の
文
学
史
に
お
い
て
、
ハ
ン
グ
ル
は
十
五
世
紀
に
創
製
さ
れ
た
た
め
、

自
国
語
文
学
の
草
創
の
時
期
お
よ
び
そ
の
展
開
の
流
れ
は
日
本
よ
り
遅
い
。
例

え
ば
、
日
本
で
は
平
安
時
代
に
宮
中
女
流
文
学
が
発
達
し
た
が
、
韓
国
の
場
合
、

ハ
ン
グ
ル
が
作
ら
れ
て
も
知
識
人
男
性
の
文
学
は
漢
詩
文
が
中
心
と
な
り
、
ハ

ン
グ
ル
は
「
諺
文
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
た
。
こ
れ
は
日
本
で
知
識
人
男
性
は
漢

字
を
「
真
名
」
と
し
、
女
性
は
「
仮
名
」
を
使
っ
た
も
の
と
似
た
よ
う
な
現
象

で
、
し
た
が
っ
て
韓
国
で
の
宮
中
女
流
文
学
の
発
達
は
朝
鮮
時
代
後
期
に
な
っ

て
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
で
は
仮
名
草
子
が
十
七
世
紀
に
全
盛
期
を
迎
え
る

が
、
韓
国
で
は
二
十
世
紀
を
前
後
に
よ
う
や
く
ハ
ン
グ
ル
が
市
民
権
を
得
る
よ



夢の中で裁判した戦乱の人たち

（ 12 ） 89

【
図
１
】
ソ
ウ
ル
大
学
中
央
図
書
館
所
蔵
本
『
夢
決
楚
漢
訟
』（
一
九
二
五
年
刊
本
）。

旧
活
字
本
に
よ
る
印
刷
。

【
図
２
】
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
本
『
諸
馬
武
伝
』（
写
本
）。
上
段
の
漢
数
字
は
、
本

書
が
貸
本
屋
で
流
布
し
た
こ
と
を
示
す
。
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う
に
な
る
。
そ
し
て
、
識
字
率
が
上
が
り
、
庶
民
を
対
象
に
し
た
読
み
物
の
需

要
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
と
い
う
日
本
の
仮
名
草
子
の
よ
う
な
時
代
も
、
二
十

世
紀
前
後
に
な
っ
て
訪
れ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、作
品
の
素
材
に
な
っ

た
も
の
の
一
つ
が
、
中
国
短
編
白
話
小
説
で
あ
っ〈
注
７
〉た。

韓
国
に
流
入
し
た
中
国
短
編
白
話
小
説
は
、
三
言
二
拍
に
限
っ
て
言
え
ば
、

『
醒
世
恒
言
』『
今
古
奇
観
』
は
伝
本
が
残
っ
て
お
り
、『
警
世
通
言
』
は
文
献

と
し
て
の
記
録
は
あ
る
も
の
の
伝
本
は
な
い
。
韓
国
梨
花
女
子
大
学
に
は
『
拍

案
驚
異
奇
』
と
い
う
上
海
鋳
記
書
局
で
一
九
一
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
あ

る
が
、
そ
の
内
容
は
『
拍
案
驚
奇
』
と
は
異
な
る
。
そ
れ
が
二
十
世
紀
前
後
に

な
っ
て
、〈
注
７
〉
で
挙
げ
た
よ
う
に
、『
今
古
奇
観
』
を
中
心
に
し
た
多
く
の

写
本
・
刊
本
・
旧
活
字
本
・
新
聞
連
載
に
よ
る
翻
訳
・
翻
案
・
影
響
作
が
生
ま

れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
稿
で
紹
介
す
る
『
夢
決
楚
漢
訟
』
の
場
合
、
お
そ
ら
く
朝
鮮
時
代
後
期
に

書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
제
마
무
전
（
諸
馬
武
伝
）』
の
写
本
群
と
刊
本〈
注
８
〉群

が
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
、
日
本
東
洋
文
庫
、
韓
国
檀
国
大
学
図
書
館
、
フ
ラ

ン
ス
東
洋
言
語
文
化
学
校
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
写

本
・
刊
本
群
を
校
勘
し
て
、
一
九
一
六
年
に
は
朝
鮮
図
書
か
ら
『
校
正
諸
馬
武

伝
』
が
刊
行
さ
れ
、
一
九
二
二
年
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。

更
に
、『
校
正
諸
馬
武
伝
』
が
出
さ
れ
る
前
か
ら
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
と
い
う

ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
異
本
が
新
旧
書
林
か
ら
一
九
一
一
年
・
一
九
一
四
年（
二

回
）・
一
九
一
七
年
・
一
九
一
九
年
・
一
九
二
二
年
・
一
九
二
三
年
、
朝
鮮
図

書
に
出
版
社
を
変
え
て
一
九
二
五
年
、
滙
東
書
館
か
ら
一
九
二
五
年
、

一
九
六
一
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
本
書
は
朝
鮮
時
代
末
期
か
ら
植
民
地
時
代

を
経
て
近
現
代
に
至
る
ま
で
非
常
に
大
き
な
人
気
を
集
め
た
作
品
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、『
夢
決
楚
漢
訟
』の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

東
漢
の
時
代
、
寿
春
の
書
生
諸
馬
武
は
、
聡
明
で
優
れ
た
学
識
を
持
っ
て

い
た
が
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
も
官
職
に
就
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
あ

る
時
、
自
分
の
不
遇
を
嘆
く
文
章
を
書
き
、
そ
れ
を
燃
や
し
て
寝
た
と
こ

ろ
、
夢
で
閻
魔
王
の
所
に
引
き
立
て
ら
れ
る
。
実
は
、
玉
帝
は
諸
馬
武
の

文
章
を
読
ん
で
呼
び
出
し
た
の
で
あ
り
、
諸
馬
武
は
一
晩
閻
魔
の
位
に
就

い
て
四
〇
〇
年
間
の
間
滞
っ
た
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
諸
馬
武

は
、
楚
と
漢
の
訴
訟
に
判
決
を
下
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
国
時
代
の
人
々
に
転

生
さ
せ
た
。
そ
の
見
事
な
判
決
ぶ
り
に
閻
魔
は
感
心
し
、
諸
馬
武
を
司
馬

炎
に
転
生
さ
せ
る
。
諸
馬
武
は
目
を
覚
ま
し
、
妻
に
は
冥
府
で
大
訟
に
判

決
を
下
し
た
こ
と
を
話
し
た
。
諸
馬
武
夫
婦
は
八
十
歳
に
な
る
ま
で
富
栄

え
た
。

右
に
紹
介
し
た
あ
ら
す
じ
を
見
る
と
、
細
部
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
話
の

骨
格
は
原
作
の
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
か
ら
取
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
傍
線
を
引
い
た
諸
馬
武
の
判
決
内
容
が
物
語
の
中
で
最
も
重
要
な
部

分
を
占
め
て
い
る
。

で
は
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容
を
表
で
ま
と
め
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。
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①
登
場
人
物
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容

韓
信

鐘
離
昧

龍
且

樵
夫

酈
食
其

劉
邦

人
物
原
告

曹
操

馬
超

趙
子
龍

諸
葛
孔
明

周
瑜

献
帝

転
生

呂
氏

劉
邦

韓
信

韓
信

彭
越

英
布

人
物
被
告伏

皇
后

献
帝

曹
操

曹
操

劉
備

呂
布

転
生

天
下
統
一
の
功
績
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
殺
さ
れ

た
こ
と
。

韓
信
は
劉
邦
か
ら
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら

れ
る
の
を
恐
れ
た
た
め
、
自
分
を
殺
し
た
こ

と
。
結
局
、
韓
信
も
禍
を
避
け
ら
れ
な
か
っ

た
た
め
、
自
分
は
殺
さ
れ
る
必
要
が
な
か
っ

た
こ
と
。

項
羽
の
大
将
と
し
て
功
績
を
挙
げ
た
が
、
韓

信
の
奸
計
に
騙
さ
れ
、
戦
い
に
敗
れ
、
殺
さ

れ
た
こ
と
。

韓
信
に
道
を
教
え
て
あ
げ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
殺
さ
れ
た
こ
と
。

す
で
に
斉
は
降
伏
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
韓
信
が
斉
を
攻
撃
し
た
た
め
、
斉
王

に
煮
殺
さ
れ
た
こ
と
。

天
下
統
一
の
後
、
各
将
軍
の
功
績
に
対
し
多

大
な
俸
禄
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臣

下
と
し
て
の
道
を
弁
え
ず
、
謀
反
の
心
を
起

こ
し
、
誅
せ
ら
れ
た
後
に
も
訴
訟
を
起
こ
し

た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

韓
信
が
謀
反
を
起
そ
う
と
す
る
こ
と
を
密

告
し
た
人
が
い
た
た
め
、
女
の
身
で
あ
り
な

が
ら
国
の
た
め
に
韓
信
を
殺
し
た
。

被
告
の
弁
解
内
容

韓
信
は
、「
蓋
世
之
功
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
王
侯
之
楽
」
を
極
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の

は
残
念
で
あ
る
と
す
る
。
来
世
で
は
献
帝
を
苦
し
め
、

伏
皇
后
を
殺
し
、
前
世
で
の
怨
念
を
晴
ら
す
。

呂
氏
に
つ
い
て
は
功
臣
と
戚
氏
を
殺
し
、
政
治
を

乱
し
た
罪
を
認
め
る
。
来
世
で
は
献
帝
の
妻
に
な
り
、

曹
操
の
手
に
殺
さ
れ
、
更
に
は
宗
族
が
滅
ぼ
さ
れ
る
。

鐘
離
昧
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
潼
関
の
戦

い
で
曹
操
の
百
万
大
軍
を
破
り
、
曹
操
は
や
っ
と
命
を

助
か
る
。
そ
し
て
、
劉
備
を
助
け
て
富
貴
を
極
め
る
。

龍
且
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
劉
備
の
部
下

と
し
て
長
坂
坡
の
戦
い
で
曹
操
の
軍
隊
を
破
り
、
黄
忠

を
助
け
る
。

最
も
同
情
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
し
、
樵
夫
の
訴
え
を

認
め
る
。
来
世
で
は
、
伊
尹
・
呂
尚
の
才
徳
、
管
仲
・

楽
毅
の
智
謀
を
兼
ね
備
え
、
天
文
に
通
じ
、
地
理
を
弁

え
、
八
門
遁
甲
・
風
雲
変
化
の
術
、
神
出
鬼
没
の
才
を

備
え
る
。
赤
壁
の
戦
い
で
は
曹
操
の
大
軍
を
破
り
、
三

国
第
一
の
人
材
に
な
る
。

酈
食
其
の
功
績
と
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
、

赤
壁
の
戦
い
で
曹
操
の
軍
を
破
る
。

判
決
内
容
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陳
豨

子
嬰

義
帝

韓
生

范
増

樅
公

周
苛

紀
信

韓
信

魏
延

劉
禅

孫
権

呂
蒙

陸
遜

馬
忠

朱
然

潘
璋

曹
操

劉
邦

項
羽

蕭
何

許
負

献
帝

関
羽

袁
紹

龐
統

功
績
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
劉
邦
か

ら
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
殺
さ
れ
た
こ

と
。

劉
邦
に
降
伏
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

後
、
項
羽
に
無
残
に
も
殺
さ
れ
た
こ
と
。

項
羽
は
劉
邦
よ
り
後
に
関
中
を
平
ら
げ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
命
令
を
無
視

し
、
結
局
、
自
分
を
左
遷
し
た
こ
と
。
そ
し

て
、
英
布
・
呉
芮
・
共
敖
を
送
り
、
自
分
を

殺
し
た
こ
と
。

項
羽
が
自
分
の
忠
言
を
聞
き
入
れ
ず
、
陳
平

の
讒
言
を
信
じ
た
た
め
、
煮
殺
さ
れ
た
こ
と
。

全
力
で
項
羽
を
助
け
た
が
、
陳
平
の
密
告
に

よ
り
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
故
郷
に
帰
る
途
中

で
死
ん
だ
こ
と
。

劉
邦
の
た
め
に
滎
陽
城
を
守
っ
て
戦
っ
た

が
、
項
羽
に
殺
さ
れ
た
こ
と
。

滎
陽
の
戦
い
で
劉
邦
に
変
装
し
、
劉
邦
軍
を

脱
出
さ
せ
た
が
、
項
羽
に
殺
さ
れ
た
こ
と
。

自
分
を
推
薦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蕭
何

は
呂
氏
と
計
ら
っ
て
自
分
を
殺
し
た
こ
と
。

蒯
通
か
ら
は
劉
邦
に
背
く
よ
う
忠
告
を
受

け
た
が
、
漢
王
は
天
か
ら
授
か
っ
た
者
で
あ

る
た
め
、
そ
の
話
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
。

長
生
き
す
る
と
い
う
占
い
が
外
れ
た
こ
と
。

功
績
の
あ
る
韓
信
を
殺
す
こ
と
は
「
義
」
で

は
な
い
た
め
反
対
し
た
。
し
か
し
、
自
分
も
疑

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
仕
方
な
く
韓

信
を
殺
し
た
。悪
い
の
は
劉
邦
と
呂
氏
で
あ
る
。

寿
命
を
縮
め
た
三
つ
の
振
る
舞
い
が
あ
っ

た
。
特
に
、
楚
の
兵
士
百
万
を
殺
し
た
こ
と

で
陰
徳
を
損
な
い
、
二
十
年
が
縮
ま
っ
た
た

め
、
計
算
が
不
正
確
に
な
っ
た
。
ま
た
、
蒯

通
の
話
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
滅
び

る
原
因
に
な
っ
た
。

劉
邦
は
よ
く
功
臣
を
殺
す
人
で
あ
る
と
し
、
陳
豨
の
訴

え
を
認
め
る
。
来
世
で
は
、
劉
備
を
助
け
て
功
績
を
挙

げ
、
諸
葛
孔
明
が
出
兵
す
る
時
に
は
先
鋒
に
立
つ
。

秦
王
に
な
っ
て
か
ら
四
十
六
日
で
劉
邦
に
降
伏
し
た

が
、
結
局
、
項
羽
の
手
に
殺
さ
れ
た
恨
み
が
認
め
ら
れ

る
。
来
世
で
は
西
蜀
で
四
十
二
年
間
帝
業
を
極
め
る
。

義
帝
は
「
仁
義
」
に
務
め
た
と
さ
れ
、
項
羽
に
対
す
る

訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
曹
操
を
破
り
、
関
羽

を
捕
え
、
宿
怨
を
晴
ら
す
。
そ
し
て
、
三
分
天
下
の
一

つ
を
取
り
、
帝
業
を
極
め
る
。

韓
生
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
孫
権
を
助
け

て
功
績
を
挙
げ
、関
羽
を
捕
え
る
こ
と
で
怨
念
を
晴
ら
す
。

范
増
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
、
忠
誠
が
称
え
ら
れ
る
。
来

世
で
は
孫
権
の
部
下
に
な
り
、
関
羽
を
捕
え
、
前
世
の

恨
み
を
晴
ら
す
。

紀
信
・
周
苛
・
樅
公
の
忠
誠
と
、
項
羽
に
よ
っ
て
殺
さ

れ
た
恨
み
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
、
孫
権
の
部
下

に
な
り
、
関
羽
が
麦
城
か
ら
西
川
に
逃
げ
る
際
に
関
羽

を
捕
え
、
前
世
の
恨
み
を
晴
ら
す
。

蕭
何
は
呂
氏
を
戒
め
ず
、
奸
計
を
用
い
て
韓
信
と
そ
の

三
族
を
殺
し
た
と
す
る
。
来
世
で
は
、
曹
操
と
の
大
戦

で
敗
れ
、
病
死
し
、
三
人
の
息
子
も
曹
操
の
手
に
殺
さ

れ
る
こ
と
で
、
前
世
の
「
無
信
無
義
」
を
戒
め
る
。

許
負
が
魏
王
豹
に
対
し
て
偽
っ
て
占
い
を
し
た
た
め
、

魏
王
は
韓
信
に
敗
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
韓
信
の
寿
命
の

占
い
を
間
違
え
た
罪
を
認
め
る
。
来
世
で
は
、
劉
備
を

助
け
て
四
蜀
を
攻
撃
す
る
際
に
、
魏
王
豹
の
末
裔
で
あ

る
張
任
の
矢
に
当
た
り
、
三
十
二
歳
の
時
に
韓
信
と
同

じ
年
齢
で
死
ぬ
。
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英
布

彭
越

桓
楚

周
蘭

田
横

虞
子
期

丁
公

人
物
原
告

呂
布

劉
備

呉
班

廖
化

曹
丕

黄
忠

王
朗

転
生

劉
邦

呂
氏

劉
邦

人
物
被
告

献
帝

伏
皇
后

献
帝

転
生

罪
の
な
い
韓
信
・
彭
越
を
殺
し
、
彭
越
の
体

を
肉
醤
に
し
て
諸
侯
に
送
っ
た
の
は
「
義
」

で
は
な
い
。
ま
た
、
謀
反
の
濡
れ
衣
を
着
せ

ら
れ
た
た
め
、
保
身
の
た
め
起
兵
し
た
が
、

結
局
殺
さ
れ
た
こ
と
。

大
き
な
功
績
を
挙
げ
た
が
、
罪
も
な
い
の
に

殺
さ
れ
、
体
を
肉
醤
に
さ
れ
た
こ
と
。
呂
氏

が
審
食
其
と
私
通
を
し
た
こ
と
か
ら
は
、
彼

女
の
淫
欲
が
深
い
こ
と
が
分
か
る
。

九
里
山
の
戦
い
で
敗
れ
、
劉
邦
に
侮
辱
さ
れ

る
の
を
避
け
、
自
ら
自
害
し
た
こ
と
。

劉
邦
と
同
じ
く
王
号
を
持
っ
て
い
た
が
、
劉

邦
の
下
に
入
る
の
を
恥
じ
て
自
害
し
た
こ

と
。

九
里
山
の
戦
い
で
敗
れ
諸
将
が
逃
げ
る
と
、

姉
の
虞
美
人
は
自
害
し
た
た
め
、
自
分
も
恨

み
の
あ
ま
り
自
害
し
た
こ
と
。

鴻
門
の
会
で
劉
邦
を
守
っ
た
項
伯
は
な
ぜ

殺
さ
れ
ず
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
、
自
分
だ
け
が

「
不
忠
」
と
言
わ
れ
る
の
か
。

劉
邦
の
甘
言
を
信
じ
て
殺
さ
ず
に
生
か
し
た

が
、
後
に
劉
邦
か
ら
殺
さ
れ
た
こ
と
。

原
告
の
訴
訟
内
容

彭
越
は
傲
慢
で
「
不
臣
之
心
」
が
あ
り
、
謀

反
を
密
告
し
た
人
が
い
た
た
め
殺
し
た
。

「
私
情
」
を
重
ん
じ
、
王
に
は
「
不
忠
」
で

あ
っ
た
た
め
、
後
世
の
戒
め
の
た
め
に
殺
し

た
。

被
告
の
弁
解
内
容

功
績
を
挙
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
殺
さ
れ
た
こ
と
は

同
情
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
来
世
で
は
、
天
下
に
名

を
轟
か
せ
る
よ
う
な
将
軍
に
な
る
。

彭
越
は
呂
氏
の
讒
言
に
よ
り
殺
さ
れ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
来
世
で
は
、
関
羽
・
張
飛
・
諸
葛
孔
明
と
力

を
合
わ
せ
、
三
分
天
下
の
一
つ
を
取
り
、
漢
の
正
統
を

受
け
継
ぐ
。

桓
楚
の
「
忠
義
」
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
王
植
の

部
下
で
は
あ
る
も
の
の
、
戦
い
で
は
関
羽
を
助
け
る
。

後
に
は
、
諸
葛
孔
明
の
先
鋒
に
立
っ
て
魏
を
攻
撃
し
、

功
績
を
挙
げ
る
。

周
蘭
の
「
忠
義
」
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
甘
糜
二

夫
人
を
助
け
、
関
羽
の
部
下
と
し
て
曹
操
を
破
っ
て
功

績
を
挙
げ
、
諸
葛
孔
明
の
部
下
と
し
て
名
を
轟
か
せ

る
。

田
横
は
誠
な
る
「
義
士
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
死
は
劉

邦
に
よ
る
た
め
、
来
世
で
は
献
帝
を
苦
し
ま
せ
、
後
に

は
天
子
の
位
を
奪
い
、
富
貴
を
極
め
る
。

虞
子
期
の
忠
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
、
定
軍
山
の

戦
い
で
夏
侯
淵
を
殺
し
て
曹
操
を
苦
し
め
、
北
山
の
戦

い
で
は
軍
糧
に
火
を
つ
け
る
な
ど
の
活
躍
を
す
る
。

命
を
助
け
て
あ
げ
た
の
に
殺
さ
れ
た
た
め
、
丁
公
が
恨

み
を
持
つ
の
も
当
然
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
来
世
で

は
、
曹
操
に
仕
え
、
献
帝
を
苦
し
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

怨
念
を
晴
ら
す
。

判
決
内
容
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②
裁
判
の
過
程
で
登
場
し
た
人
物
と
判
決

項
羽

戚
氏

関
羽

麋
夫
人

王
翳

楊
喜

楊
武

呂
勝

呂
馬
童

劉
邦

呂
氏

孔
秀

韓
福

秦
琪

王
植

卞
喜

献
帝

伏
皇
后

呂
馬
童
を
は
じ
め
と
し
た
六〈注
９
〉将に
よ
り
、
自

害
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
。

危
機
に
陥
っ
て
い
た
劉
邦
か
ら
の
甘
言
に

騙
さ
れ
和
親
を
結
ん
だ
が
、
劉
邦
は
そ
の
約

束
を
覆
し
た
こ
と
。

劉
邦
か
ら
寵
愛
を
受
け
、
息
子
を
太
子
に
立

て
る
と
約
束
さ
れ
た
が
、
劉
邦
の
死
後
、
息

子
の
如
意
は
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
死
に
、
自
分

は
残
酷
に
殺
さ
れ
た
こ
と
。

項
羽
が
自
害
し
た
後
に
四
肢
と
頭
部
を
分
け
て
自
分

の
手
柄
に
し
た
の
は
、「
人
情
」
で
は
出
来
な
い
こ
と

と
し
、
来
世
で
は
関
羽
に
殺
さ
れ
る
。

劉
邦
の
甘
言
を
信
じ
た
が
、
呂
氏
に
よ
っ
て
無
残
に
殺

さ
れ
た
の
は
同
情
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
来
世
で

は
、
劉
備
の
妻
と
し
て
皇
后
に
な
り
、
そ
の
子
は
皇
帝

に
な
る
。

周
殷

項
伯

人
物

于
禁

龐
徳

転
生

項
羽
の
命
令
を
聞
か
な
か
っ
た
た
め
、
項
羽
が
戦
い
で
負
け
る
原
因

に
な
っ
た
。
来
世
で
は
関
羽
に
破
ら
れ
降
伏
し
、
そ
の
後
病
死
す
る
。

項
羽
の
季
父
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鴻
門
の
会
の
時
に
は
劉
邦

が
殺
さ
れ
る
の
を
阻
止
し
、
張
良
と
密
通
し
た
。
そ
し
て
、
九
里
山

の
戦
い
で
は
、
劉
邦
に
降
伏
し
、
後
に
は
諸
侯
に
封
じ
ら
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
来
世
で
は
、
最
初
は
馬
超
の
武
将
に
な
る
が
、
後
に
は

曹
操
に
降
伏
し
、
関
羽
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

判
決
内
容

烏
江
の

亭
長 于

英
虞
美
人

人
物

周
倉

甘
寧

普
浄

転
生

項
羽
に
川
を
渡
る
よ
う
に
勧
め
た
真
心
が
褒
め
称
え
ら
れ
る
。
来
世

で
は
関
羽
に
従
い
、
功
績
を
挙
げ
る
。

韓
信
の
計
略
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は

孫
権
を
助
け
て
曹
操
を
苦
し
ま
せ
、
多
く
の
功
績
を
挙
げ
る
。

諸
馬
武
は
虞
美
人
の
生
い
立
ち
、
死
に
至
る
過
程
を
語
り
、
節
操
を

称
え
る
。
来
世
で
は
戒
刀
で
関
羽
の
危
機
を
救
う
よ
う
に
す
る
。

判
決
内
容
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陳
平

曹
参

王
陵

夏
侯
嬰

灌
嬰

周
勃

樊
噲

蒯
通

人
物

楊
修

馬
垡

蔣
琬

姜
維

曹
仁

費
褘

張
飛

徐
庶

転
生

劉
邦
か
ら
多
く
の
禄
を
も
ら
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賄
賂
を
も
ら

う
な
ど
清
廉
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
呂
氏
と
私
通
し
た

の
は
「
倫
常
の
罪
人
」
で
あ
る
と
し
、
韓
信
を
讒
言
し
た
罪
が
認
め

ら
れ
る
。
来
世
で
は
曹
操
の
主
簿
に
は
な
る
も
の
の
少
し
だ
け
聡
明

で
才
知
が
あ
り
、「
鷄
肋
」
と
い
う
曹
操
の
秘
密
の
謀
を
漏
ら
し
た

た
め
、
曹
操
に
殺
さ
れ
る
。

劉
邦
を
助
け
て
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
劉

備
を
助
け
て
、
名
を
残
す
。

劉
邦
の
た
め
に
太
公
を
救
い
、
多
く
の
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。
来
世
で
は
諸
葛
孔
明
の
後
を
継
い
で
蜀
を
守
る
。

「
知
人
之
感
」
が
あ
る
た
め
韓
信
を
推
薦
し
、
太
子
盈
を
三
回
も
救

っ
た
「
忠
誠
」
が
認
め
ら
れ
る
。
来
世
で
は
、
諸
葛
孔
明
の
後
を
継

い
で
中
原
を
九
回
征
伐
し
、
威
名
を
三
国
に
轟
か
す
。

劉
邦
の
部
下
と
し
て
、
項
羽
を
苦
し
め
た
た
め
、
来
世
で
は
曹
操
の

部
下
曹
仁
に
転
生
し
、
戦
い
で
は
関
羽
に
破
ら
れ
る
。

功
績
が
認
め
ら
れ
、
来
世
で
は
蔣
琬
の
後
を
継
い
で
漢
室
を
助
け
る
。

鴻
門
の
会
で
劉
邦
を
救
い
、
戦
い
で
は
「
功
烈
」
が
認
め
ら
れ
る
。

来
世
で
は
、
曹
操
の
百
万
大
軍
を
破
り
、
劉
備
が
漢
中
を
手
に
入
れ
、

帝
業
を
成
し
遂
げ
る
の
を
助
け
る
。

韓
信
が
蒯
通
の
忠
告
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ

る
と
し
、
蒯
通
に
罪
は
な
い
と
さ
れ
る
。
来
世
で
は
、
劉
備
の
部
下

と
し
て
曹
操
の
軍
隊
を
破
る
。
そ
し
て
、
諸
葛
孔
明
を
劉
備
に
推
薦

し
、
大
業
を
成
し
遂
げ
る
手
助
け
を
さ
せ
る
。

判
決
内
容

三
老
董
公

如
意

劉
邦

田
夫

李
左
車

人
物

司
馬
徽

華
歆

献
帝

文
醜

顔
良

転
生

項
羽
が
義
帝
を
殺
す
の
を
見
て
「
忠
憤
之
心
」
を
起
し
、
劉
邦
を
説

得
し
て
義
帝
を
発
喪
し
、
項
羽
を
攻
撃
す
る
よ
う
に
勧
め
た
の
は
、

「
君
臣
の
大
義
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
来
世
で
は
、
道

徳
が
高
く
、
知
識
が
優
れ
、
諸
葛
孔
明
と
龐
統
を
劉
備
に
推
薦
し
、

三
分
天
下
の
大
業
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
に
す
る
。

曹
操
が
伏
皇
后
を
探
す
際
に
、
華
歆
は
壁
の
中
に
隠
れ
て
い
た
伏
皇

后
を
引
き
ず
り
出
し
、
苦
し
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
世
で
の
怨

恨
を
晴
ら
す
。

劉
邦
は
三
綱
の
倫
理
を
弁
え
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
る
。
項
羽
が
太

公
を
煮
殺
そ
う
と
す
る
と
、
劉
邦
が
「
一
杯
の
煮
込
み
汁
を
分
け
て

く
れ
」と
言
っ
た
の
は「
父
子
の
倫
」を
絶
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

妻
呂
氏
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戚
氏
を
求
め
、
そ
の
子
如
意
を

太
子
に
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
失
敗
し
、
結
局
戚
氏
が
呂
氏
に
よ
っ
て

殺
さ
れ
た
の
は
、「
夫
婦
の
倫
」
を
絶
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

韓
信
・
彭
越
・
英
布
の
よ
う
な
功
臣
を
殺
し
た
の
は
、「
君
臣
の
倫
」

を
絶
っ
た
も
の
で
あ
る
。
義
帝
の
た
め
に
葬
式
を
行
っ
た
の
は
、
董

公
の
言
葉
を
聞
い
て
か
ら
、「
義
」
に
か
こ
つ
け
て
行
っ
た
も
の
で
、

も
し
、
義
帝
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
義
帝
の
下
に
入
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
来
世
で
は
献
帝
に
転
生
し
、
天
子
で
は

あ
る
も
の
の
力
は
な
く
、
曹
操
か
ら
苦
し
め
ら
れ
た
後
、
曹
丕
に
天

子
の
位
を
奪
わ
れ
る
。

民
間
の
農
夫
で
あ
る
た
め
楚
漢
の
戦
い
に
は
全
く
関
係
が
な
い
身
で

あ
り
、
ま
た
、
楚
の
百
姓
と
し
て
項
羽
に
道
を
間
違
え
て
教
え
た
こ

と
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
来
世
で
は
袁
紹
の
先
鋒
に
立
つ
が
、

白
馬
津
の
戦
い
で
関
羽
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

項
羽
に
偽
っ
て
降
参
し
て
九
里
山
に
誘
引
し
、
項
羽
を
滅
ぼ
し
た
た

め
、
項
羽
に
恨
ま
れ
て
当
然
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
来
世
で
は
袁

紹
の
先
鋒
に
立
つ
が
、
白
馬
津
の
戦
い
で
関
羽
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

判
決
内
容
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③
主
人
公
に
つ
い
て
の
判
決

右
に
提
示
し
た
表
を
見
る
と
、
ま
ず
、
目
に
つ
く
の
は
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断

獄
」と「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」の
よ
う
に〈
第
一
裁
判
〉〈
第

二
裁
判
〉
の
よ
う
な
形
式
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
次
か
ら
次
へ
と
人
が
呼
び
出
さ

れ
、
訴
え
た
後
に
判
決
を
受
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
原
作
と
比
較
し
た
時
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
に
登
場
す
る
人
物
の
数
が

多
い
こ
と
も
指
摘
出
来
る
。『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
『
西
漢
演
義
』
の
張
良
・

范
増
・
虞
美
人
・
酈
食
其
・
鐘
離
昧
な
ど
、『
三
国
志
演
義
』
の
呂
布
・
馬
超
・

黄
忠
な
ど
の
人
物
を
加
え
、
合
計
五
十
人
が
判
決
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、「
鬧

陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
二
倍
を
超
え
る
人
物
が
登
場
し
、
一
層
豊
か
な
物
語
に

な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
韓
信
の

過
ち
も
認
め
て
い
る
点
、
劉
邦
よ
り
項
羽
の
ほ
う
を
高
く
評
価
し
て
い
る
点
な

ど
、原
作
の
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
と
は
異
な
る
歴
史
認
識
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
原
作
よ
り
徹
底
的
に
前
世
で
の
怨
念
を
晴
ら
す
こ
と
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
い
る
点
、
原
作
の
矛
盾
を
解
消
し
、
全
体
的
な
辻
褄
を
合
わ
せ
た
点
な

ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し

て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、詳
細
な
議
論
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

六
、
お
わ
り
に

『
三
国
志
演
義
』
の
人
物
は
、
実
は
『
西
漢
演
義
』
の
人
物
の
生
ま
れ
変
わ

り
で
あ
り
、『
西
漢
演
義
』
で
の
怨
念
を
『
三
国
志
演
義
』
で
晴
ら
す
と
い
う

話
は
、
中
国
に
お
い
て
端
を
発
し
、
日
本
と
韓
国
に
お
い
て
も
大
変
大
き
な
人

張
良

季
布

項
羽

人
物

黄
承
彦

王
平

関
羽

転
生

張
良
の
忠
誠
が
認
め
ら
れ
る
。
項
羽
を
破
る
ま
で
の
過
程
が
語
ら
れ
、

来
世
で
は
娘
を
諸
葛
孔
明
と
結
婚
さ
せ
、
漢
室
を
助
け
る
。
道
徳
が

高
く
、山
中
に
身
を
隠
し
、三
国
の
勝
敗
を
眺
め
た
後
、神
仙
に
な
る
。

最
初
は
項
羽
の
部
下
と
し
て
功
績
を
挙
げ
、
後
は
劉
邦
に
仕
え
る
。

来
世
で
は
、
勇
猛
と
知
恵
が
優
れ
、
諸
葛
孔
明
に
従
っ
て
多
く
の
功

績
を
挙
げ
る
。

大
王
は
英
雄
で
あ
る
こ
と
を
称
え
る
。
鴻
門
の
会
の
時
に
劉
邦
を
殺

さ
な
か
っ
た
の
は
、「
人
君
の
道
」
を
弁
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

太
公
と
呂
氏
を
三
年
間
軍
中
に
置
き
な
が
ら
殺
さ
な
か
っ
た
の
は

「
仁
人
君
子
」
の
心
で
あ
り
、
太
公
を
煮
殺
そ
う
と
し
た
が
、
劉
邦

と
兄
弟
を
結
ん
だ
話
を
聞
い
て
煮
殺
す
の
を
止
め
た
の
は
、
昔
の

「
情
」
を
忘
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
呂
氏
が
審
食
其
と
密
通
を

し
て
い
る
う
ち
に
、
呂
氏
を
一
度
も
犯
さ
な
か
っ
た
の
は
、
常
人
な

ら
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
亭
長
が
勧
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
烏
江

を
渡
ら
な
か
っ
た
の
は
「
烈
丈
夫
」
で
あ
る
。
た
だ
、
義
帝
を
殺
し

た
こ
と
に
よ
り
、
劉
邦
が
こ
れ
を
口
実
に
大
王
を
裏
切
り
、
天
下
を

失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
秦
王
子
嬰
を
殺
し
、
始
皇

帝
の
墓
を
暴
い
た
の
は
、
先
祖
の
怨
念
を
晴
ら
し
た
こ
と
に
な
る
た

め
、
充
分
な
名
分
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
韓
信
と
李

左
車
の
計
略
に
よ
っ
て
命
を
失
っ
た
の
は
恨
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

来
世
で
は
多
く
の
戦
い
で
大
き
な
功
績
を
挙
げ
、
死
ん
で
も
千
秋
万

歳
に
香
火
を
受
け
、
帝
号
を
追
尊
さ
れ
る
。

判
決
内
容

諸
馬
武

人
物

司
馬
炎

転
生

三
国
を
統
一
し
て
国
号
を
晋
と
し
、「
治
国
安
民
」
の
政
治
を
行
う
。

判
決
内
容
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気
を
博
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
中
国
に
お
け
る
『
新
編
五
代
史
平
話
』「
梁

氏
平
話
」、『
三
国
志
平
話
』、『
古
今
小
説
』
第
三
十
一
巻
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断

獄
」
に
至
る
系
譜
を
整
理
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
「
鬧
陰
司
司
馬
貌

断
獄
」
の
翻
案
作
『
英
草
紙
』
第
五
編
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る

話
」、
そ
し
て
韓
国
に
お
け
る
影
響
作
『
夢
決
楚
漢
訟
』
に
つ
い
て
検
討
し
、

各
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
の
訴
訟
及
び
判
決
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

近
年
の
比
較
研
究
は
、
自
国
の
作
品
が
ど
れ
だ
け
優
秀
な
の
か
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
が
主
流
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮

に
そ
れ
が
他
国
の
作
品
に
つ
い
て
十
分
な
研
究
を
し
た
後
に
下
さ
れ
た
判
断
で

あ
る
な
ら
ば
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
他
国
の
作
品
の
長
所
に
つ

い
て
看
過
し
た
り
、
自
国
の
作
品
や
文
化
的
背
景
を
基
準
に
し
て
、
他
国
の
作

品
を
評
価
し
た
り
す
る
よ
う
な
傾
向
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
今
後
は
、

「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
と
『
夢
決
楚
漢
訟
』
が
持
つ
魅
力

や
特
徴
に
つ
い
て
、
両
者
の
文
学
史
・
文
化
史
的
な
背
景
を
理
解
し
た
う
え
で
、

客
観
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　【
注
】

〈
注
１
〉　

楚
漢
の
戦
乱
を
素
材
と
し
た
物
語
に
つ
い
て
は
、『
西
漢
演
義
』『
漢

楚
軍
談
』、
韓
国
で
は
『
楚
漢
志
』
な
ど
の
複
数
の
言
い
方
で
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
『
西
漢
演
義
』
で
統
一
す
る
。

〈
注
２
〉　
『
新
編
五
代
史
平
話
』
の
本
文
引
用
は
、︽
古
本
小
説
集
成
︾
編
委
会

編
『
五
代
史
平
話
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
影
印
本
に
基
づ
い
て
、
句
読
点
は
私
に
施
し
、
漢
字
は
新

字
体
に
直
し
た
。

〈
注
３
〉　

現
在
の
朝
鮮
半
島
地
域
の
国
と
言
語
に
つ
い
て
日
本
で
は
ど
の
よ
う

に
呼
べ
ば
よ
い
か
、
ま
た
、
朝
鮮
時
代
・
大
韓
帝
国
時
代
・
植
民
地

時
代
の
よ
う
に
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
各
時
代
を
区
別
し
て
呼
ぶ

べ
き
か
に
つ
い
て
も
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
ま
だ
統
一
し
た
見
解
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
「
中
国
の
白
話
小
説
は
日
本
と
韓
国
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
」
と
い
う
文
章
で
、「
中
国
」
と
「
日
本
」

と
い
う
用
語
が
無
批
判
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
韓

国
」「
韓
国
語
」
と
い
う
用
語
の
み
に
厳
し
い
基
準
を
設
け
、
問
題

視
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
あ
る
特

定
の
時
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
す
る
場
合
を
除
き
、「
韓
国
」「
韓

国
語
」
で
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
筆
者
の

論
考
に
限
る
も
の
で
あ
る
。

〈
注
４
〉　

李
民
熙
『
朝
鮮
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
︱
朝
鮮
後
期
貸
本
屋
の
発
達
と
小

説
の
流
行
︱
』（
プ
ロ
ネ
シ
ス
、
二
〇
〇
七
）
に
よ
る
と
、
朝
鮮
時

代
に
貸
本
屋
が
流
行
し
始
め
た
の
は
十
八
世
紀
中
期
頃
で
、
こ
の
時

期
に
人
気
が
あ
っ
た
の
は
中
国
の
演
義
小
説
類
や
朝
鮮
で
創
作
さ
れ

た
英
雄
小
説
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
最
も
古
い
貸

本
は
一
八
六
四
年
に
書
写
さ
れ
た
『
南
原
古
詞
』
で
、
貸
本
の
ほ
と

ん
ど
は
一
八
九
〇
年
以
降
か
ら
一
九
二
五
年
ご
ろ
ま
で
約
三
十
五
年

間
に
わ
た
っ
て
集
中
的
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
、
朝
鮮
時
代
後
期
に
貸
本
屋
で
流
布
し
た
の
は
刊
本
で
は
な
く
、

写
本
が
中
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

〈
注
５
〉　

二
階
堂
善
弘
・
中
川
諭
訳
注
の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、『
三
分
事
略
』

に
つ
い
て
、「『
三
国
志
平
話
』
と
は
違
う
別
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い

て
作
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
推
定
し
て
い
る
。
こ

こ
で
、
劉
世
徳
・
陳
慶
浩
・
石
昌
渝
主
編
『
三
分
事
略
』（『
古
本
小

説
叢
刊
』
第
七
輯
第
一
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
）
の
内
容
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、『
三
国
志
平
話
』
と
同
じ
よ
う
に
司
馬
仲
相
が
冥

界
で
行
っ
た
裁
判
の
物
語
が
記
さ
れ
て
い
た
。
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〈
注
６
〉　
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
本
文
訳
及
び
内
容
の
ま
と
め
は
、
柴
田

清
継
「『
古
今
小
説
』
巻
三
十
一
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
訳
注
」（『
火

鍋
子
』
第
四
十
二
号
、
翠
書
房
、
一
九
九
九
）
を
参
考
に
し
た
。

〈
注
７
〉　

韓
国
で
翻
訳
・
翻
案
さ
れ
た
短
編
白
話
小
説
の
一
覧
を
記
せ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
本
目
録
は
金
英
花
「
韓
国
・
日
本
に
お
け
る
明
代

白
話
短
篇
小
説
の
翻
訳
・
翻
案
様
相
」（
韓
国
高
麗
大
学
大
学
院
修

士
学
位
論
文
、
二
〇
一
一
）
の
内
容
に
基
づ
き
、
若
干
の
修
正
を
加

え
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は『
夢
決
楚
漢
訟
』と『
諸
馬
武
伝
』を「
鬧

陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
の
影
響
に
よ
る
再
創
作
と
し
て
考
え
て
い
る
が
、

金
英
花
氏
は
翻
案
作
と
し
て
分
類
し
て
い
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
表

に
お
い
て
も
一
応
、
翻
案
作
と
し
て
入
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま

た
、
写
本
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
書
写
時
期
未
詳
で
あ
る
。

11 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 番
号

今
18
・
初
20

今
17
・
醒
11

今
13
・
古
40

今
12
・
古
７

今
11
・
古
８

今
６
・
警
９

今
５
・
警
32

今
４
・
古
９

今
３
・
古
10

今
２
・
醒
１

今
１
・
醒
２

原
作

劉
元
普
双
生
貴
子

蘇
小
妹
三
難
新
郎

沈
小
霞
相
会
出
師
表

羊
角
哀
捨
命
全
交

呉
保
安
棄
家
贖
友

李
謫
仙
酔
草
嚇
蛮
書

杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱

裴
晋
公
義
還
原
配

滕
大
尹
鬼
断
家
私

両
県
令
競
義
婚
孤
女

三
孝
廉
譲
産
立
高
名

作
品
名

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
十
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
写
〉
高
麗
大
本
『
今
古
奇
観
』
第
三
編
「
劉
元
普
伝
」

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
八
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
活
〉『
쳥
텬
백
일
』（
博
文
書
館
、
一
九
一
三
）

〈
訳
・
活
〉『
義
人
の
墓
』
第
一
話
（
文
昌
社
、
一
九
二
六
）

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
五
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
六
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
三
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
活
〉『
쥬
즁
긔
션
리
태
백
실
긔
』（
匯
東
書
館
、
一
九
二
八
）

〈
案
・
新
〉『
大
韓
毎
日
申
報
』
連
載
（
一
九
〇
六
）

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
四
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
案
・
活
〉『
朴
文
秀
伝
』
第
三
編
（
京
城
書
籍
、
一
九
二
六
）

〈
訳
・
写
〉
楽
善
斎
本
『
今
古
奇
観
』
第
一
編
「
滕
大
尹
鬼
断
家
私
」

〈
案
・
写
〉『
揚
隠
闡
微
』
第
四
編
「
李
府
使
計
全
皇
甫
孤
」

〈
案
・
活
〉『
家
庭
新
小
説
』「
行
楽
図
」（
東
洋
書
院
、
一
九
一
二
）

〈
案
・
活
〉『
朴
文
秀
伝
』
第
二
編
（
京
城
書
籍
、
一
九
二
六
）

〈
案
・
活
〉『
鴛
鴦
図
』（
東
洋
書
院
、
一
九
一
一・一
九
一
二・一
九
一
三・一
九
二
三
／
博
文
書
館
、
一
九
二
一
）

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
二
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
） 翻

訳
・
翻
案
状
況　

（
訳
：
翻
訳
、
案
：
翻
案
、
活
：
旧
活
字
本
、
写
：
写
本
、
新
：
新
聞
）

80
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21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 番
号

警
11

今
35
・
警
34

今
32
・
古
27

今
31
・
警
５

今
27
・
醒
７

今
26
・
醒
36

今
24
・
古
２

今
22
・
警
17

今
20
・
警
２

今
19
・
警
１

原
作

蘇
知
県
羅
衫
再
合

王
嬌
鸞
百
年
長
恨

金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎

呂
大
郎
還
金
完
骨
肉

銭
秀
才
錯
占
鳳
凰
儔

蔡
小
姐
忍
辱
報
仇

陳
御
史
巧
勘
金
釵
鈿

鈍
秀
才
一
朝
交
泰

荘
子
休
鼓
盆
成
大
道

兪
伯
牙
摔
琴
謝
知
音

作
品
名

〈
案
・
活
〉『
月
峯
山
記
』（
朝
鮮
書
館
、
一
九
一
六
／
惟
一
書
館
、
一
九
一
七
／
新
旧
書
林
、
一
九
一
八・一
九
二
四
／
京
城
書
籍
、
一
九
二
六
）

〈
案
・
活
〉『
蘇
雲
伝
』（
普
成
社
、
一
九
一
八
）

〈
案
・
活
〉『（
古
代
小
説
）
月
峯
記
』（
徳
興
書
林
、
一
九
一
五
）

〈
案
・
活
〉『
蘇
学
士
伝
』（
博
文
書
館
、
一
九
一
七
）

〈
案
・
写
〉『
鳳
凰
琴
』

〈
案
・
写
〉『
蘇
学
士
伝
』

〈
案
・
写
〉『
月
峯
記
』

〈
案
・
写
〉『
江
陵
秋
月
伝
』

〈
訳
・
活
〉『
百
年
恨
（
王
嬌
鸞
記
）』（
匯
東
書
館
、
一
九
一
三・一
九
一
七・一
九
二
三・一
九
二
四
／
京
城
書
籍
、
一
九
二
六
）

〈
訳
・
写
〉
高
麗
大
本
『
今
古
奇
観
』
第
四
編
「
朱
買
臣
伝
」（「
金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎
」
の
入
話
）

〈
案
・
新
〉『
大
韓
毎
日
申
報
』
連
載
（
一
九
〇
九
）

〈
訳
・
活
〉『
銭
秀
才
伝
』（
大
昌
書
院
、
一
九
二
二
）

〈
案
・
活
〉『（
弄
仮
成
真
）
双
新
郎
』（
徳
興
書
林
・
一
九
三
〇
）

〈
訳
・
活
〉『
月
世
界
』（
大
昌
書
院
、
一
九
二
二
）

〈
案
・
活
〉『
明
月
亭
』（
惟
一
書
館
、
一
九
一
二・一
九
一
八
／
朝
鮮
図
書
、
一
九
二
二
）

〈
案
・
活
〉『
金
玉
録
』（
東
美
書
市
、
一
九
一
四・一
九
一
七
）

〈
訳
・
写
〉
楽
善
斎
本
『
今
古
奇
観
』
第
二
編
「
鈍
秀
才
一
朝
交
泰
」

〈
訳
・
写
〉
高
麗
大
本
『
今
古
奇
観
』
第
二
編
「
荘
子
伝
」

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
九
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
訳
・
写
〉『
兪
伯
牙
摔
琴
謝
知
音
』

〈
訳
・
写
〉『
兪
伯
牙
破
琴
』

〈
訳
・
活
〉『
諺
漢
文
今
古
奇
観
』
第
七
編
（
新
旧
書
林
、
一
九
一
八
）

〈
案
・
写
〉『
사
졔
졍
록
』

〈
案
・
写
〉『
金
魚
伝 

単
』

〈
案
・
写
〉『
兪
伯
牙
鍾
子
期
琴
謝
音
』

翻
訳
・
翻
案
状
況

（
訳
：
翻
訳
、
案
：
翻
案
、
活
：
旧
活
字
本
、
写
：
写
本
、
新
：
新
聞
）
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〈
注
８
〉　

郭
正
植
「『
諸
馬
武
伝
』
の
成
立
過
程
と
構
成
原
理
」（『
新
し
い
国

語
教
育
』
第
七
十
五
号
、
韓
国
国
語
教
育
学
会
、
二
〇
〇
七
）
に
よ

る
と
、『
諸
馬
武
伝
』
は
漢
文
本
一
種
、
ハ
ン
グ
ル
写
本
十
種
、
ハ

ン
グ
ル
京
版
本
（
金
注
：
ソ
ウ
ル
で
刊
行
さ
れ
た
木
版
本
）
七
種
、

ハ
ン
グ
ル
活
字
本
（
金
注
：【
図
１
】
の
よ
う
な
旧
活
字
本
に
よ
る

刊
行
）
十
七
種
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
異
本
が
存
す

る
こ
と
か
ら
、『
諸
馬
武
伝
』
が
当
時
大
き
な
人
気
を
博
し
て
い
た

こ
と
は
分
か
る
が
、
京
版
本
が
七
種
、
活
字
本
が
十
七
種
と
い
う
の

は
、
同
一
版
本
も
含
め
て
「
種
」
と
数
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
、
今
後
更
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

〈
注
９
〉　
『
夢
決
楚
漢
訟
』
で
は
六
将
の
う
ち
、
夏
広
に
つ
い
て
の
裁
判
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
で
の
夏
広
は
農
夫
に
変

装
し
て
、
項
羽
に
わ
ざ
と
誤
っ
た
道
を
教
え
た
人
物
で
あ
る
が
、『
夢

決
楚
漢
訟
』
で
は
そ
れ
に
当
た
る
人
物
と
し
て
、
田
夫
を
設
け
て
裁

い
て
い
る
た
め
、
夏
広
の
裁
判
は
不
要
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

24 23 22

初
17

古
31

警
24

西
山
観
設
輦
度
亡
魂

鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄

玉
堂
春
落
難
逢
夫

〈
案
・
新
〉『
皇
城
新
聞
』
連
載
（
一
九
〇
五
）

〈
案
・
活
〉『
夢
決
楚
漢
訟
』（
新
旧
書
林
本
、
朝
鮮
図
書
本
、
滙
東
書
館
本
、
世
昌
書
館
本
）

〈
案
・
活
〉『
校
正
諸
馬
武
伝
』（
朝
鮮
図
書
）

〈
訳
・
写
〉『
夢
決
楚
漢
訟
』

〈
訳
・
写
〉『
諸
馬
武
伝
』
な
ど

※
詳
し
い
こ
と
は
本
稿
の
本
文
中
に
記
し
て
お
い
た
。

〈
案
・
活
〉『
碧
芙
蓉
』（
匯
東
書
館
、
一
九
一
二
）

〈
案
・
写
〉『
王
慶
龍
伝
』

〈
案
・
新
〉『
大
韓
毎
日
申
報
』
連
載
（
一
九
〇
六
）

〈
参
考
文
献
〉

池
松
旭
『
古
代
小
説　

夢
決
楚
漢
訟
』（
新
旧
書
林
、
一
九
一
四
）

編
者
未
詳
『
古
代
小
説　

夢
決
楚
漢
訟
』（
滙
東
書
館
、
一
九
二
五
）

李
明
九「『
夢
決
楚
漢
訟
』研
究
︱
中
国
話
本
小
説
と
の
対
比
を
中
心
に
︱
」（『
成

大
論
文
集
』
第
三
十
三
輯
、
成
均
館
大
学
校
論
文
集
、
一
九
八
三
）

李
民
熙
『
朝
鮮
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
︱
朝
鮮
後
期
貸
本
屋
の
発
達
と
小
説
の
流 

行
︱
』（
プ
ロ
ネ
シ
ス
、
二
〇
〇
七
）

郭
正
植
「『
諸
馬
武
伝
』
の
成
立
過
程
と
構
成
原
理
」（『
新
し
い
国
語
教
育
』

第
七
十
五
号
、
韓
国
国
語
教
育
学
会
、
二
〇
〇
七
）

金
英
花
「
韓
国
・
日
本
に
お
け
る
明
代
白
話
短
篇
小
説
の
翻
訳
・
翻
案
様
相
」（
韓

国
高
麗
大
学
大
学
院
修
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
一
）

柴
田
清
継
「『
古
今
小
説
』
巻
三
十
一
「
鬧
陰
司
司
馬
貌
断
獄
」
訳
注
」（『
火

鍋
子
』
第
四
十
二
号
、
翠
書
房
、
一
九
九
九
）

中
村
幸
彦
・
高
田
衛
・
中
村
博
保
校
注
『
英
草
紙
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

第
七
十
八
巻
、
小
学
館
、
一
九
九
五
）

南
宮
楔
『
校
正
諸
馬
武
伝
』（
朝
鮮
図
書
、
一
九
一
六
）

二
階
堂
善
弘
・
中
川
諭
訳
注
『
三
国
志
平
話
』（
光
栄
、
一
九
九
九
）
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馮
夢
龍
編
『
全
像
古
今
小
説
（
下
）』（
福
建
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
）

閔
寛
東
・
張
守
連
・
劉
僖
俊
『
韓
国
所
蔵
中
国
古
典
小
説
の
版
本
目
録
』（
学

古
房
、
二
〇
一
三
）

閔
寛
東
・
金
明
信
『
朝
鮮
時
代
中
国
古
典
小
説
の
出
版
本
と
翻
訳
本
研
究
』（
学

古
房
、
二
〇
一
三
）

丸
井
貴
史
「
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
の
研
究
史
と
展
望
︱
『
江
戸
時
代
に
開
か

れ
た
中
国
白
話
小
説
の
世
界
』
解
説
︱
」（『
上
方
文
藝
研
究
』
第

十
四
号
、
上
方
文
藝
研
究
の
会
、
二
〇
一
七
）

三
宅
正
彦
「
初
期
読
本
作
家
・
都
賀
庭
鐘
の
思
想
︱
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞

獄
を
断
く
る
話
」
の
分
析
を
つ
う
じ
て
︱
」（『
大
阪
城
南
女
子
短
期

大
学
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
六
六
）

劉
世
徳
・
陳
慶
浩
・
石
昌
渝
主
編
『
三
分
事
略
』（『
古
本
小
説
叢
刊
』
第
七
輯

第
一
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
）

︽
古
本
小
説
集
成
︾
編
委
会
編
『
五
代
史
平
話
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
九
〇
）

韓
国
国
立
中
央
図
書
館
所
蔵
本
『
諸
馬
武
伝
』（
請
求
記
号
：
한
古
朝48

-230

）

︹
付
記
︺
本
稿
は
令
和
元
年
度
第
三
十
八
回
和
漢
比
較
文
学
会
大
会
（
於
．
上

智
大
学
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
発
表

の
前
後
に
ご
教
示
や
ご
意
見
を
下
さ
っ
た
丸
井
貴
史
、
金
木
利
憲
、

長
尾
直
茂
の
各
氏
に
深
謝
致
し
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科

研
費
、
基
盤
研
究
Ｃ
「
日
韓
両
国
に
お
け
る
中
国
短
編
白
話
小
説
の

受
容
様
相
比
較
研
究
」（18K

00510

）
の
助
成
を
受
け
た
成
果
の
一
部

で
あ
る
。
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